
 

 

 

                                     

                                                   

 

 

 

 

東京都では、令和７年１月頃より「水痘
すいとう

（みずぼうそう）」の流行が始まり、４月後半週には６年ぶり

に患者発生状況が都の注意報基準を超えました。また、開一小でも３月頃から現在まで、り患する児童が

断続的に発生しています。 

学校は集団生活の場であるため、感染症にり患した場合は、感染拡大防止の観点から「出席停止」の措 

置をとらせていただいています。また、出席停止期間は学校保健安全法で定められているものもあり、 

病状が回復して学校に登校する際は、必ず主治医の登校許可が必要となります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★病状が回復し、主治医の登校許可がでましたら、別紙の「登校届」に保護者の方がご記入いただき、 

担任まで提出してください。ご協力お願いいたします。 

（「登校届」はホームページよりダウンロードまたは保健室にもありますのでお声かけください。） 

臨時号

９ 
「水
みず

ぼうそう」にご注意
ち ゅ う い

ください！！ 

資料：東京都保健医療局通知より一部抜粋 

令 和 ７ 年 ５ 月 ７ 日 

練馬区立開進第一小学校                         

校長 海老沼 寛之・保健室   

 


